
 

平成25年度 第3回 海域の物質循環健全化計画統括検討委員会 

 

 

議 事 次 第 

 

 

日 時：平成 26 年 3 月 10 日（月）14:00～16:30 

場 所：都道府県会館 401 号室 

 

 

１． 開   会 

２． 議   事 

（１）三津湾地域の物質収支モデルによる検討及びヘルシープラン（最終案）につ

いて 

（２）海域のヘルシープラン策定の手引き改訂版及び普及啓発について 

（３）その他 

３． 閉   会 

 

 

 

（配付資料） 

・ 議事次第 

・ 関係者名簿 

・ 座席配置図 

・ 検討委員会設置要綱 

・ 資料-1：三津湾地域の物質収支モデルによる検討及び 

三津湾地域ヘルシープラン（最終案）の概要 

・ 資料-2：海域のヘルシープラン策定の手引き（改訂版）（最終案）及び普及啓発 

・ 参考資料-1：第 2回統括検討委員会の指摘と対応 

・ 参考資料-2：三津湾地域の物質収支モデルによる施策検討の結果 

・ 参考資料-3-1：三津湾地域ヘルシープラン（最終案） 

・ 参考資料-3-2：三津湾地域ヘルシープラン（最終案）の概要 

 



 



平成 25 年度 海域の物質循環健全化計画統括検討委員会 

 
 

関 係 者 名 簿 
 
＜委員＞(敬称略 五十音順) 

鈴木 輝明 名城大学大学院 特任教授 
寺島 紘士 海洋政策研究財団 常務理事 
中田 喜三郎 名城大学大学院 特任教授 
中田 英昭 長崎大学大学院 教授 
西村 修  東北大学大学院 教授 
松田 治  広島大学 名誉教授 
山本 民次 広島大学大学院 教授 

 

＜オブザーバ＞ 

藤原 建紀 京都大学 名誉教授 
 

 

＜環境省＞ 

水・大気環境局 水環境課 閉鎖性海域対策室  名倉 良雄 室長 
水・大気環境局 水環境課 閉鎖性海域対策室  高山 章一 室長補佐 
水・大気環境局 水環境課 閉鎖性海域対策室  石倉 祐樹 主査 

 

 

＜三津湾地域検討委員会事務局＞ 

三洋テクノマリン株式会社 

 

 

＜事務局＞ 

いであ株式会社 
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平成 25 年度 海域の物質循環健全化計画統括検討委員会 
設置要綱 

 
（総 則） 
第１条 海域の物質循環健全化計画統括検討委員会(以下、「統括検討委員会」という。)

の事務、組織、委員その他設置に関する基本的な事項を定めるものである。 
 
（統括検討委員会の任務） 
第２条 統括検討委員会は、海域の物質循環健全化計画検討の実施に当たり、第３条に

定める事項について必要な技術的助言を行う。 
 
（統括検討委員会の助言）  
第３条 統括検討委員会は、原則として以下の事項について、技術的助言を行うものと

する。 
一  物質収支モデルの構築 
二  モデル地域における海域ヘルシープラン策定 
三  「海域のヘルシープラン策定の手引き」の改訂及び普及啓発 
四  その他必要な事項 

 
（統括検討委員会の組織及び委員） 
第４条 統括検討委員会は、別表１に掲げる委員で組織する。 
２ 委員は、いであ株式会社が委嘱し、非常勤とする。 
３ 委員の任期は、平成２６年３月２０日までとする。 
４ 委員の互選により座長１名を置く。 
 
（会議の招集） 
第５条 統括検討委員会は、座長の了承を得て事務局が招集する。  
２ 統括検討委員会は委員の過半数の出席がなければ、開催しない。 
 
（雑則） 
第６条 事務局は、統括検討委員会の会議に出席した委員に対して、委嘱状に定める謝

金を支給する。 
２ 統括検討委員会に参加するための交通費は、委員勤務先もしくは自宅からの実費に

相当する額を事務局より給付する。 
３ 事務局は、いであ株式会社内に置く。 
 
附 則 
１ この要綱は、平成２５年６月２８日から施行する。
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海域の物質循環健全化計画統括検討委員会 委員 

 

（五十音順、敬称略）             

氏名 所属 

鈴木 輝明 名城大学大学院 特任教授 

寺島 紘士 海洋政策研究財団 常務理事 

中田 喜三郎 名城大学大学院 特任教授 

中田 英昭 長崎大学大学院 教授 

西村 修 東北大学大学院 教授 

松田 治 広島大学 名誉教授 

山本 民次 広島大学大学院 教授 

 
 
 
 

別表 1 
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